
5 平成 30年 7月

住民監査請求の
結果が

まとまりました

▶ 

勧
告
書
を
受
け
取
る
竹
口
町
長
（
５
月
30

日
）

　

平
成
30
年
４
月
12
日
に
平
成
28
年

度
国
土
交
通
省
補
助
事
業
と
財
務
省

貸
付
金
対
象
事
業
を
活
用
し
た
大
山

町
道
路
改
良
工
事
に
対
し
て
住
民
監

査
請
求
が
提
出
さ
れ
、
５
月
30
日
に

町
に
対
し
て
大
山
町
監
査
委
員
か
ら

勧
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

主
な
経
緯

４
月
20
日

　

総
務
課
お
よ
び
建
設
課
に
、
工
事
関
係

書
類
、
補
助
金
・
交
付
金
・
貸
付
金
関
係

書
類
、
領
収
書
な
ど
の
提
出
を
求
め
ま
し

た
。

５
月
９
日

　

住
民
監
査
を
請
求
さ
れ
た
人
に
陳
述
の

機
会
を
与
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
監
査
委
員
で
検
討
を
重
ね
、

５
月
30
日
に
竹
口
大
紀
町
長
に
対
し
住
民

監
査
請
求
の
勧
告
書
を
渡
し
ま
し
た
。

　

勧
告
の
内
容

①
大
山
町
建
設
工
事
約
款
第
45
条
に
規
定

す
る
履
行
遅
延
の
場
合
に
お
け
る
損
害

金
に
つ
い
て
請
負
業
者
へ
請
求
す
る
よ

う
勧
告
す
る
。

②
そ
の
他
の
請
求
は
棄
却
す
る
。

　

こ
の
住
民
監
査
請
求
の
結
果
に
つ
い
て

は
、
大
山
町
役
場
、
中
山
支
所
、
大
山
支

所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局
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５
９
‐
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‐
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２
１
３

監査委員の主な仕事

年間監査計画に基づき、次の検査を行っています。

■町の例月出納検査

　月に 1回会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の現在高及び出

納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正

に行われているかどうかを主眼として実施します。

■町の決算審査

　決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行

又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実

施します。

■町の定例監査

　町の財務に関する事務の執行、町の経営

に係る事業の管理、町の事務事業の執行に

かかる工事について年 1回以上行っていま

す。

■その他

　住民の直接請求に基づく監査、随時監査

などがあります。


